
 

 

 

 

 

 
 

昨年度までは７月初旬～１１中旬の間、毎週金曜日開催して

いました「飛騨街道 天領朝市」。今年度は７月～１１月の各

月第２・第４の土曜日を開催日とし、先日１１月２３日、最

終回を迎え、無事１０回を終えることができました。 

最終回２３日の「天領朝市」では、今年の元日に発生した能

登半島地震、９月の能登半島 

豪雨と、大変大きな被害を受 

けられた能登地方の支援の一 

助として、能登町商工会様の 

ご協力により「能登町物産品 

販売」を開催。約２００名の 

お客様が訪れ、能登の特産品のお買い物を楽しまれていまし

た。休日を利用した市外への買い物客の流出等、土曜日の開

催に不安を感じながらのスタートでしたが、１０回開催で延

べ 4,500名の来場者があり、金曜日開催では見られなかった

子供連れの家族の方や、県外からの観光客の方の姿も多く見

られるようになりました。 

今年度の開催状況を役員会等で協議する中で、１５年にわた

り続けてきた「飛騨街道 天領朝市」が、地域商店街の活性化

と下呂市の地域振興の一助となるよう、次年度も創意工夫し

継続していきたいと考えています。 

 ※「能登物産品販売」における収益金並びに義援金につい 

ては、全額被災地に送金いたします。 

 

 

 

【年末調整】・・・今一度確認！ 

年末調整を一言でいうと、従業員や専従者の最終的な年税額

を年末に計算し、精算する手続きのことです。通常、従業員

や専従者が納付する所得税は、毎月の給与や賞与などを支給

するたびに、そこから源泉徴収しています。 

ただし、「扶養する家族に異動があった」場 

合や、「生命保険料や地震保険料などの所得 

控除がある」等の理由により毎月の給与控除額の 

合計と本来の年税額が一致しないケースが多くあります。 

そこで 1 月から 12 月までの 1 年分の収入が確定した時点で

正確な所得税額を計算し、過不足を精算するため年末調整を

行うことになります。 

この年末調整は、源泉徴収義務者である事業所に実施が義務

付けられており、年末調整を実施した後は、税務署や従業員

が居住する市区町村にその内容を報告することが必要です。 

尚、令和６年については、所得税の「定額減税」が実施され

ています。今年の６月１日以後に支払う給与等において行わ

れている「月次減税」と年末調整において行う「年調減税」

があります。今一度ご確認いただき、お間違いのない事務手

続きお願いします。 

また、商工会では例年通り、年末調整の事務についての支援

をさせていただきます。来会される方は、各種控除証明書等

お忘れ物のないようお越しください。期限が近くなりますと、

大変混雑しますので、お早めに来会されますことをお勧めし

ます。 

※源泉所得税納付期限 令和７年１月１０日（金） 

但し、納期特例届出事業者は１月２０日（月）となります。 
 

☆年末調整事務に準備していただくもの☆ 

①納付書・法定調書合計表・源泉徴収票・７月に納付した 

源泉税の領収書 

（注）納付書は、税務署から送付されたもの（整理番号・ 

お名前等がすでに印字されている納付書）しか使用で 

きません。納付書が無い方は、税務署に再作成を依頼 

してください。また、税務署・市役所から送られてき 

ている書類を袋ごとご持参ください。 

②各種証明書 

生命保険・個人年金・介護保険料・地震保険・建更等証明書 

③給与所得者の保険料控除申告書 

④給与所得者の扶養控除等（異動）申告書 

⑤給与所得者の配偶者控除等申告書 

⑥所得税源泉徴収簿 

⑦マイナンバーが確認できるもの 

 
 

年末調整事務において、毎年、下呂市税務課に給与支払報

告書を提出していただいていますが、今一度下記の事項につ

いて確認し期日までに必ず提出してください。 

①提出の対象となる方（少額でも提出が必要です） 

 令和６年中（１月１日～１２月３１日）に給与等の支払

いを受けたすべての従業員等。 

②提出期限 

  令和７年１月１６日（木） 源泉税納付期限とは違います。 

③提出物 

 ・給与支払報告書（総括表） 

  事業所全体の個人別明細書をまとめる表紙 

 ・給与支払報告書（個人別明細書） 

  給与の支払いを受ける者１人につき１枚提出 

 ・仕切紙 

  対象者の徴収方法（特別徴収／普通徴収）判別の仕切り 

  ※事業所等に勤務されている方の個人住民税は、所得

税と同様に、原則として事業主の皆さまに徴収をし

ていただいたうえで、課税した市町村に納入してい

ただくことが必要です（特別徴収）。 

 

 

 

 

商工会では、個人事業主の決算・確定申告全般にわたり、一

連の支援業務を行います。昨年まで、商工会で支援を実施さ
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夢見ることができれば、それは実現できる。 ウォルト・ディズニー氏 

 

 

裏面につづきます。 

給与支払報告書の提出について（下呂市税務課提出） 



せていただいた事業所の方には、後日、申告指導支援の案内

を郵送させていただく予定です。 

年明け頃「そろそろ準備しないと」と思いつ 

つも、なかなか動き出せない・・・早め早め 

の対応がトラブルを防ぎます。 

商工会の記帳機械化を利用している皆さまにおいては、「収

支日計帳」を早めに提出いただくようご協力をお願いいたし

ます。 

 

 

 

 

飛騨地区では、冬季の厳しい気象条件の影響を受け、積雪・

凍結・寒冷に起因した冬季特有の災害が発生しています。令

和元年度から令和５年度の５か年の冬季（12/1～3/31）に

おいて、休業４日以上の労働災害が２９８件発生しています

が、そのうち、冬季特有の労働災害は８２件（27.5％）とな

っています。その災害の内訳は、路面の凍結等による転倒災

害が６１件と最も多く、手足の骨折等を伴う重傷災害が多く

なっています。続いて、屋根の雪下ろし時 

等における墜落・転落災害１０件、車や 

オートバイのスリップ等による交通事故 

が４件発生しています。また、全国的に 

見ると、除雪作業用重機の転落災害、燃 

焼式暖房器具使用時による一酸化炭素中毒などの労働災害も

散見されます。 

このため、高山労働基準監督署では、１２月１日から翌年３

月３１日までの４か月間、「ＳＴＯＰ！ 冬季労働災害プロジ

ェクト」を推進しています。下記の重点目標をもとに、労働

災害防止のため積極的な取り組みをお願いします。 

【重点目標】 

 積雪・凍結・寒冷に起因した冬季特有の転倒災害、墜落・ 

転落災害、交通事故、重機による災害及び一酸化炭素中毒 

の防止 

尚、「令和６年度 ＳＴＯＰ！冬季労働災害プロジェクト実施

要綱」及び「推進リーフレット」は、高山労働基準監督署の

ホームページをごらんください。 

 

 

 
 

■小規模事業者経営改善資金（マル経融資） 

商工会の経営指導を受けている小規模事業者のみが、商工会

の推薦で無担保・無保証人・低利で利用できる融資制度です。 

審査に通ると日本政策金融公庫から融資が受け 

られることになります。資金繰りの改善や事業 

の発展にお役立てください。 

【資金使途】 運転資金、設備資金 

【融資限度額】 ２，０００万円 

【返済期間】 運転資金：７年以内（据置期間１年） 

       設備資金：１０年以内（据置期間２年） 

【利  率】 年１．６５（令和６年１２月２日現在） 

※新型コロナウイルス感染症への対策として通常枠とは別枠

での取扱いもあります。 

※下呂市による利子補給制度もあります。（償還開始日から

12ヵ月間、利子額の全額を補助） 

すでに「マル経融資」の利用がある事業所は、前貸決済の借

替えも検討できます。また初めて利用を希望される事業所も、

お気軽にご相談ください。まずはお電話を！  

 

 

 

 

会員の皆さまから「○○をするから何か補助金はないの？」

といったお問合せをいただくことが増えています。確かに事

業計画をもとに「補助金」を申請され、販路拡大等に結びつ

く事業を展開する前向きな姿勢は大変大切なことだと思いま

す。来年度も、多くの事業者支援の補助金が予算化されると

思われますが、今一度「補助金」というもののあり方につい

て考え、今後の申請に取り組んでいただきたいと思います。 

そもそも補助金とは、国・県・市といった行政が、政策目標

を達成するために、事業者に支給するお金のことを言います。 

その趣旨にかなった取り組みを行う事業者を支援するために

支給され、融資と違って、原則返済する必要がないものです。

しかし、申請書の審査や申請期間等、注意しなければならな

いことも多くあります。補助金がほしいがゆえに、本当はや

るつもりもないような内容の事業計画を作成するというのは

本末転倒です。 

補助金は通常、自己負担がともないますので、売 

上や利益の向上につながらなければ資金の無駄使 

いになってします。事業計画（経営計画）作成を 

通じて経営課題を把握した上で、その課題解決のための道筋

を明らかにし、課題解決のための手段として補助金を有効活

用するというのが本来の姿と言えます。 

また、補助事業が採択され事業を実施し完了すると、それで

終わってしまっていませんか。採択された補助事業の成果を

ふり返り、その結果をふまえ次の事業展開につなげていくこ

とが最も重要なことです。 

商工会では、経営計画の作成から補助金の活用等、さまざま

なサポートを行っています。お気軽にご相談ください。 

 

 
 

年末に向けて何かとあわただしくなり、食生活も油断しがち 

になるかと思います。今一度、自分の食生活を振り返り、元気に新しい年

を迎えていただきたいと思います。特に寒くなると、塩分を取りすぎるこ

とも多くなると思いますが、塩分過多は「高血圧」にもつながります。１

日の塩分目安量は、１５歳以上の男性で７．５ｇ未満、１２歳以上の女性

で６．５ｇ未満と言われています。食品には必ず塩分量が表示されており、

この機会に家庭でも塩分量チェックを行ってみてはどうでしょうか？「健

康」を維持することが、事業の繁栄にもつながっていくと思います。 

 

 

 

 

☆年末年始の事務局の休業について☆ 
・１２月２７日（金）商品券換金等は午前中に来会ください。 

・１２月２８日（土）～１月５日（日）の９日間は、事務局は休業させて 

いただきます。 

・１月６日（月）より通常通りの業務となりますが、午前中は新年あいさ 

つまわり等で職員不在となる場合があります。 

 ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いいたします。 


